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ファーストバースデーサポート事業の対象者拡大について 

 

 

 令和２年度より、「とうきょうママパパ応援事業」を活用し「ファーストバースデーサ

ポート事業」として、1 歳の誕生日を迎える子どものいる家庭を対象に経済的支援を行う

とともに、ご家庭の状況把握や相談支援を行っている。この度、「とうきょうママパパ応

援事業実施要綱」の改正に伴い、令和７年度から「ファーストバースデーサポート事業」

の対象が拡大されたため、変更点を次のとおり報告する。 

 

１ 変更の内容 

 従前対象者 追加対象者 

 

対象要件 

誕生月の前月１日時点に中野区に

住民登録がある１歳の誕生日を迎

える子供を養育する保護者 

令和６年度以降に、都内での転居に

より転居前の区市町村で当事業を受

けていない方 

 

交付内容 

１歳児向け電子ギフト 

(第一子：６万円相当、第二子：７

万円相当、第三子：８万円相当) 

クオカード 

(第一子：６万円、第二子：７万円、

第三子：８万円) 

 

２ 今後の対応 

 対象者の拡大について、区公式ホームページ、区報(９月２０日号)、子育て応援メール

(９月分)にて周知を行い、申請を受け次第個別に対応する。 

 

３ 今後のスケジュール 

 令和７年９月～ 追加対象者を含めたファーストバースデーサポート事業の運用開始 

 


